
日本の

永住許可

高度外国人材
として

短期間の在留で申請する
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高度外国人材として、10年待たずに永住申請
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10年以上の在留

永住申請前の継続した在留期間の要件

3年の在留

永住申請時点

一般的
な資格

高度人材ポイント70点以上
申請時点と3年前

永住者
資格

就労系資格 5年以上の在留

1年の
在留

高度人材ポイント80点以上
申請時点と1年前



高度人材ポイント表

• 少々、複雑ですが、、、
• 詳細は参考サイトのリ
ンクからダウンロード
してください：
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事例：高度人材ポイント80点以上の例
• あなたの履歴が以下であると仮定すると

• 申請時点：
• 年齢32歳、IT技術者、IT分野での修士号保有、
• 年収見込み950万円、IT職歴が通算8年間

• 申請時点の一年前：
• 年齢31歳、IT技術者、IT分野での修士号保有、
• 年収実績900万円、IT職歴が通算7年間

• あなたの高度人材ポイントは80点（申請時点・1年前、共に）
• 学歴（修士） 20点
• 職歴（7年以上10年未満） 15点
• 年収（900～1000万円） 35点
• 年齢（30～34歳） 10点

• あなたは、1年の在留期間を経た現時点で、永住申請できます！
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高度人材の永住申請：２通りの進め方

1. 高度専門職資格に変更後、永住許可申請する方法

2. （高度専門職資格を経ずに）直接、永住許可申請する方法
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1年又は3年以上

永住許可
申請例：技術・人

文知識・国際
業務 資格

高度専門職
資格

永住者

#1

高度人材ポイント
70点・80点以上を

申請時点と3年・1年前
で証明する

永住者

#2

例：技術・人
文知識・国際
業務 資格



安心社会保険労務士・行政書士事務所

• お問い合わせ先
• メール： https://an-japan.com/contact/

• 電話： 03-5656-1956 
(平日 午前11時から午後7時まで)
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以上

https://an-japan.com/contact/

